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            午前１０時００分 開議 

○議長（吉田 正君） ただいまの出席議員は２０名で定足数に達しておりますので、議

会は成立いたしました。 

 直ちに本日の会議を開きます。 

 日程に入る前に、全国市議会議長会並びに四国市議会議長会から表彰を受けられました

議員の皆様に表彰状の伝達を行います。 

○議会事務局長（坂東恵子君） それでは、全国市議会議長会被表彰者のお名前を申し上

げます。 

 どうぞ演台の前までお越しください。 

 吉川精二議員、稲岡正一議員、稲井隆伸議員、岩本雅雄議員、阿部雅志議員。 

 それでは、お名前を呼ばれた方から一人ずつ前にお進みください。 

 吉川精二議員。 

○議長（吉田 正君） 表彰状。阿波市吉川精二殿。あなたは市会議員として２０年の長

きにわたって市勢の発展に尽くされました。その功績は特に著しいものがあります。第８

７回定期総会に当たり、本会表彰規程によって特別表彰をいたします。平成２３年６月１

５日、全国市議会議長会会長関谷博。 

 おめでとうございます。（拍手） 

○議会事務局長（坂東恵子君） 稲岡正一議員。 

○議長（吉田 正君） 表彰状。阿波市稲岡正一殿。あなたは市会議員として２０年の表

彰を受けられました。以下同文でございますので、おめでとうございます。（拍手） 

○議会事務局長（坂東恵子君） 稲井隆伸議員。 

○議長（吉田 正君） 表彰状。阿波市稲井隆伸殿。あなたは市会議員として１０年の表

彰を受けられました。以下同文でございます。 

 おめでとうございます。（拍手） 

○議会事務局長（坂東恵子君） 岩本雅雄議員。 

○議長（吉田 正君） 表彰状。阿波市岩本雅雄殿。あなたは市会議員として１０年の表

彰を受けられました。以下同文でございます。 

 おめでとうございます。（拍手） 

○議会事務局長（坂東恵子君） 阿部雅志議員。 

○議長（吉田 正君） 表彰状。阿波市阿部雅志殿。あなたは市議会議員として１０年の
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表彰を受けられました。以下同文でございます。 

 おめでとうございます。（拍手） 

○議会事務局長（坂東恵子君） 一同、礼。（拍手） 

 続きまして、四国市議会議長会被表彰者のお名前を申し上げます。 

 どうぞ演台の前までお越しください。 

 稲岡正一議員、吉川精二議員、三浦三一議員、香西和好議員、木村松雄議員、吉田正議

員。 

 それでは、お名前を呼ばれました方から一人ずつ前にお進みください。 

 稲岡正一議員。 

○議長（吉田 正君） 表彰状。阿波市稲岡正一様。あなたは市会議員在職２０年の長き

にわたってよく市勢の発展に尽くされました。その功績は特に顕著なものがあります。こ

こに本会表彰規程により特別表彰として表彰いたします。平成２３年５月２６日、四国市

議会議長会会長高知市議会議長岡崎豊。 

 おめでとうございます。（拍手） 

○議会事務局長（坂東恵子君） 吉川精二議員。 

○議長（吉田 正君） 表彰状。阿波市吉川精二様。あなたは市会議員在職２０年の表彰

を受けられました。以下同文でございます。 

 おめでとうございます。（拍手） 

○議会事務局長（坂東恵子君） 三浦三一議員。 

○議長（吉田 正君） 表彰状。阿波市三浦三一様。あなたは市会議員在職１６年の表彰

を受けられました。以下同文でございます。 

 おめでとうございます。（拍手） 

○議会事務局長（坂東恵子君） 香西和好議員。 

○議長（吉田 正君） 表彰状。阿波市香西和好様。あなたは市会議員在職１２年の表彰

を受けられました。以下同文でございます。 

 おめでとうございます。（拍手） 

○議会事務局長（坂東恵子君） 木村松雄議員。 

○議長（吉田 正君） 表彰状。阿波市木村松雄様。あなたは市会議員在職８年の表彰を

受けられました。以下同文でございます。 

 おめでとうございます。（拍手） 
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○議会事務局長（坂東恵子君） 吉田正議員。 

○副議長（香西和好君） 表彰状。阿波市吉田正様。あなたは市議会議員在職８年にわた

ってよく市勢の発展に尽くされ、その功績は特に顕著なものがあるので、ここに本会表彰

規程により表彰します。平成２３年５月２６日、四国市議会議長会会長高知市議会議長岡

崎豊。 

 おめでとうございます。（拍手） 

○議会事務局長（坂東恵子君） 一同、礼。（拍手） 

○議長（吉田 正君） 以上で表彰状の伝達を終わりました。 

 本日の日程は、お手元に配付のとおりでございます。 

            ～～～～～～～～～～～～～～～ 

  日程第１ 議案第７２号 平成２３年度阿波市一般会計補正予算（第１号）について 

  日程第２ 議案第７３号 平成２３年度阿波市国民健康保険特別会計補正予算（第１ 

              号）について 

  日程第３ 議案第７４号 平成２３年度阿波市介護保険特別会計補正予算（第１号） 

              について 

  日程第４ 議案第７５号 阿波市特別職指定条例の制定について 

  日程第５ 議案第７６号 阿波市税条例の一部改正について 

  日程第６ 議案第７７号 阿波市体育施設条例の一部改正について 

  日程第７ 請願第 １号 尖閣諸島をはじめ我が国の領土領海を守るための請願書 

○議長（吉田 正君） 日程第１、議案第７２号平成２３年度阿波市一般会計補正予算

（第１号）についてから日程第７、請願第１号尖閣諸島をはじめ我が国の領土領海を守る

ための請願書までを一括議題といたします。 

 以上の案件につきましては、所管の常任委員会に付託してありますので、各委員長の報

告を求めます。 

 総務常任委員会委員長阿部雅志君。 

○総務常任委員長（阿部雅志君） おはようございます。 

 ただいま議長の指名がございましたので、総務常任委員会の審査結果と経過についてご

報告申し上げます。 

 本委員会は、去る６月１７日、委員７名が出席し会議を開き、付託されました議案第７

２号平成２３年度阿波市一般会計補正予算（第１号）所管部分について、議案第７３号平
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成２３年度阿波市国民健康保険特別会計補正予算（第１号）について、議案第７５号阿波

市特別職指定条例の制定について、議案第７６号阿波市税条例の一部改正についての４議

案について理事者より詳細な説明を求め、慎重に審査を行いました。その結果、提出議案

はすべて原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。 

 また、請願第１号尖閣諸島をはじめ我が国の領土領海を守るための請願書は採択をされ

ました。 

 以下、審査の過程でありました質疑の内容の主なものについて簡単にご報告申し上げま

す。 

 まず、議案第７２号平成２３年度阿波市一般会計補正予算（第１号）所管部分につい

て、総務部関係では、委員より、地域集会施設修繕補助金４０万円についての質疑があ

り、理事者より、当初予算で４０万円をお願いをしていた、これは阿波市地域集会施設整

備事業補助金という形で支出している。２分の１の補助金で地域集会所の新築あるいは修

繕に対して出している。修繕に対して要望が出ているので、今回４０万円補正予算をお願

いしている。現在のところ、新築等の要望は２分の１の補助なので、阿波市になってから

は申請がないとの答弁でありました。 

 また、市民部関係では、諸収入のうち返還金２７１万２，０００円について質疑があ

り、理事者より、これは各保険医療機関で会計検査院の実地検査が行われ、レセプト等の

内容を検査した結果、返還金が発生したものである。今後については、レセプト等の点検

作業の徹底を図り、診療報酬の適正な請求がされるように各方面に働きかけていきたいと

の答弁でありました。 

 また、議案第７５号阿波市特別職指定条例の制定について、委員より、政策監について

重点的にどの部分を専門的にやってもらうのかとの質疑があり、理事者より、庁内業務以

外の一部事務組合、中央広域、庁舎建設問題、その他庁舎の附帯施設、また給食センター

建設など、数多くの問題が山積している。しかも、合併７年目を迎え、この二、三年が一

番重要な時期であるので、市長が指定する直轄の特定重要施策について市長を補佐する職

を求めるものである。また、議会の承認をいただく条例に基づく特別職ということで、当

然責任の度合いも違ってくる。それだけ真剣に、とにかく重要案件を短期間のうちに執行

していきたいという思いから今回提案をしたとの答弁でありました。 

 なお、請願第１号尖閣諸島をはじめ我が国の領土領海を守るための請願書は、挙手採決

の結果、挙手多数により採択すべきものと決定いたしました。 
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 以上、総務常任委員会の審査の結果と経過の報告とさせていただきます。 

 その他詳しい内容につきましては、会議録を調製し、議長に提出しておりますので、事

務局でご高覧ください。 

 以上です。 

○議長（吉田 正君） 以上で総務常任委員会委員長の報告を終わります。 

 ただいまから委員長報告についての質疑を行います。 

 質疑ありませんか。 

 木村松雄君。 

○１０番（木村松雄君） ただいま阿部委員長より委員長報告がございまして、私、先般

の総務委員会を傍聴しておれば何ら問題はなかったわけでございますが、１点だけお聞き

いたします。 

 委員長には、そういうことで申しわけございませんが、傍聴できませんでしたので、内

容につきましては、ただいま議案第７５号阿波市特別職指定条例の制定についての件でご

ざいますが、ただいま委員長の報告の中で阿波市の抱える重要施策を補佐する特別職、政

策監だという説明がございましたが、私１点だけ、これ委員長っていうんでなしに理事者

に、政策監が退職されるときに退職金の対象というのはどのような規定になっておるか、

そこの点だけお聞きしたいと思います。 

○議長（吉田 正君） 総務常任委員会委員長阿部雅志君。 

○総務常任委員長（阿部雅志君） ただいま木村議員のほうから退職金の問題について質

疑がありましたが、私のほうでお答えできる問題でないので、理事者のほうで答弁をいた

だきたいと思います。よろしくお願いいたします。 

○議長（吉田 正君） それでは、理事者答弁お願いします。 

 遠度総務部長。 

○総務部長（遠度重雄君） 木村議員の質疑にお答えいたします。 

 退職金は対象になりませんので、支給することになりません。 

 以上です。 

○議長（吉田 正君） 木村松雄君。 

○１０番（木村松雄君） ただいま総務部長のほうからお答えがありましたように、退職

金の対象にはならないということでいいですね。はい、わかりました。終わります、議

長。ありがとうございました。 
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○議長（吉田 正君） ほかに質疑ございませんか。 

            〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（吉田 正君） 質疑なしと認めます。 

 これで総務常任委員長の報告に対する質疑を終わります。 

 次に、文教厚生常任委員会委員長の報告を求めます。 

 文教厚生常任委員長江澤信明君。 

○文教厚生常任委員長（江澤信明君） 議長の指名がございましたので、文教厚生常任委

員会の審査結果と経過をご報告申し上げます。 

 本委員会は、去る６月２０日、委員７名が出席して会議を開き、付託されました議案第

７２号平成２３年度阿波市一般会計補正予算（第１号）所管部分について、議案第７４号

平成２３年度阿波市介護保険特別会計補正予算（第１号）について、議案第７７号阿波市

体育施設条例の一部改正について、以上３議案について、関係部署より詳細な説明を求

め、慎重に審査を行いました。その結果、提出議案はすべて原案のとおり可決すべきもの

と決しました。 

 以下、審査の経過でありました質疑の主なものについて簡単にご報告申し上げます。 

 議案第７２号平成２３年度阿波市一般会計補正予算（第１号）所管部分について、健康

福祉部関係では、委員より、３款民生費、３項児童福祉費、３目保育所費の統合保育所整

備事業費の幼・保連携施設整備基本計画業務委託料５４０万円計上しているが、その内容

と幼・保連携となっている幼稚園と保育所の統合の方向づけはどのように考えているのか

と質疑があり、理事者より、吉野町の一条保育所と吉野中央保育所、市場町の八幡第一保

育所と第二保育所を統廃合する基本計画であり、合併特例債が活用できる平成２６年度ま

でに建設するため、今回の補正で計上したものである。また、幼・保一元化に関しては、

国の動向を見きわめながら、この２つの施設において、土成中央保育所のように幼稚園と

保育所の施設の一体化を進めてまいりたいとの答弁でありました。 

 また、委員より、４款衛生費、１項保健衛生費、４目保健事業費の健康増進事業費のう

ち、委員報酬２４万８，０００円計上されているが、その委員会の内容と構成について質

疑があり、理事者より、昨年度、阿波市健康増進計画、食育推進計画を策定し、その計画

書に基づいて、実際にどのように活動していくかを協議する委員会であり、１人１日６，

２００円で２回、２０名分を計上している。委員構成は、医師会、歯科医師会、社会福祉

協議会、民生児童委員、老人クラブ、商工会、食生活改善推進委員、学校関係者などを考
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えているとの答弁でした。 

 教育委員会関係では、１０款教育費、５項社会教育費、４目文化振興費の文化財維持管

理委託料１６６万２，０００円のうち、野神の大センダンの治療代として約６３万２，０

００円計上しているが、国の文化財なので、地権者の同意が得られるなら土地を購入し環

境整備に取り組んではとの質疑があり、理事者より、大センダンの根が大切であり、根に

優しい環境整備を図るためにも隣接の地権者の理解を得て整備していきたいとの答弁でし

た。 

 また、議員より、消火栓の不備のため、土成小学校施設整備事業費１，７４８万５，０

００円が出ているが、現場においても消火栓の点検をきちんとするとともに、今後このよ

うなことが起きないよう、設計監理を十分にし、事前協議を怠ることがないようにしっか

りしてほしいとの意見が出ました。 

 以上、文教厚生常任委員会の審査の結果と経過を報告させていただきます。 

 その他詳しい内容につきましては、会議録を調製し、議長に提出しておりますので、事

務局でご高覧ください。 

 以上でございます。 

○議長（吉田 正君） 以上で文教厚生常任委員会委員長の報告が終わりました。 

 委員長報告についての質疑を行います。 

 質疑ありませんか。 

            〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（吉田 正君） 異議なしと認めます。これで文教厚生常任委員長報告に対する質

疑を終わります。 

 次に、産業建設常任委員会委員長の報告を求めます。 

 産業建設常任委員会委員長藤川豊治君。 

○産業建設常任委員長（藤川豊治君） おはようございます。 

 ただいま議長の指名がございましたので、産業建設常任委員会の審査結果と経過につい

てご報告申し上げます。 

 当委員会は、６月２１日、委員６名が出席して会議を開き、付託されました議案第７２

号平成２３年度阿波市一般会計補正予算（第１号）についての所管部分、以上の市長提出

議案計１件について、理事者より詳細な説明を求め、慎重に審査を行いました。その結

果、付託された議案はすべて原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。 
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 以下、審査の過程でありました質疑の内容の主なものについて簡単にご報告申し上げま

す。 

 議案第７２号平成２３年度阿波市一般会計補正予算（第１号）についての所管部分に関

してですが、産業経済部関係では、委員から、６款農業水産業費、１項農業費、５目農業

振興費に計上されている県単独地域農業振興対策事業費１，５９９万８，０００円の事業

内容を詳しく説明するよう質疑があり、理事者から、県単独地域農業振興対策事業費のＥ

ＣＯ２畜産チャレンジ支援対策事業について、事業主体は柿島自給飼料等利活用組合で、

事業内容は稲わら等の発酵飼料収穫機械の整備であり、事業費１，２８１万８，０００

円、県の補助金が事業費の１０分の４と、市単補助金１０分の１を合わせた事業であると

の答弁であり、またブランド産地競争力整備事業については、事業主体は阿波郡東部農協

で、事業内容はトマトハウス施設の設置事業であり、事業費１，９１８万円で、こちらも

県の補助金が事業費の１０分の４と市単補助金１０分の１であるとの答弁がありました。 

 建設部関係では、委員から、１８款繰入金、１項基金繰入金、３目一般廃棄物中間処理

施設対策基金繰入金３，２２６万３，０００円の内訳について質疑があり、理事者から、

一般廃棄物中間処理施設対策基金繰入金の内訳は、吉野町が１，５２５万円、土成町が

１，０００万円、残り約７００万円は教育委員会関係であり、周辺対策事業はかなりの要

望箇所があるが、今後とも精査して前向きに周辺対策事業が進むよう取り組んでいきたい

と答弁がありました。 

 以上、産業建設常任委員会の審査の結果と経過の報告とさせていただきます。 

 その他詳しい内容につきましては、会議録を調製し、議長に提出しておりますので、事

務局でご高覧ください。 

 以上です。 

○議長（吉田 正君） 以上で産業建設常任委員会委員長の報告を終わります。 

 委員長報告についての質疑を行います。 

 質疑ありませんか。 

            〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（吉田 正君） 質疑なしと認めます。これで産業建設常任委員長の報告に対する

質疑を終わります。 

 以上で、各常任委員長の報告を終わります。 

 これより討論に入ります。 
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 討論の通告がありますので、順次発言を許可します。 

 議案第７５号に対する反対討論の発言を許します。 

 １４番池光正男君。 

○１４番（池光正男君） 今の条例につきまして反対の討論をさせていただきます。 

 １、これは一般質問で申し上げておりますので、省略しておきたいと思います。政策監

は、内部、外部、公募という起用の方法がありますが、どういうふうにされるかといった

ご質問をしましたけれども、言えませんということでございました。また、退職、内部起

用であればいいにしても、外部起用となれば問題が残ると思います。 

 ２点目に、政策監の仕事が市長の秘書の職務をつかさどるのであれば、現組織である秘

書課との整合性はどうなるかとのことでございましたけれども、私には納得いくような答

弁でございませんでした。これだけ、市には部長、課長及び管理職の方々がいるんですか

ら、それを置く必要はないと思います。また、今や地方、国家公務員の給与、ボーナス削

減され、職員定数の削減まで行われている中、こういった形で条例の制定を提案しており

ますけれども、これはいささか疑問に思わざるを得ません。 

 以上のことにより、反対の討論とさせていただきます。 

○議長（吉田 正君） 次に、議案第７５号に対する賛成討論の発言を許します。 

 １１番阿部雅志君。 

○１１番（阿部雅志君） 議案第７５号阿波市特別職指定条例の制定について賛成の立場

で討論を行いたいと思います。 

 政策監は、地方公務員法第３条第３項第４号の規定により、市長を補佐する秘書の職を

特別職と指定するもので、条例で指定する必要がある特別職であり、市長の命を受け、市

が当面している重要課題のうち、特定部局の事業について担当する職員の監督を行うもの

です。合併特例債の発行期限の近づく中、早期重要な事業を進めていくためにも非常に多

忙である市長を補佐し、政策調整を図るため、政策監の設置は必要であると。 

 なお、本議案は総務常任委員会において全員の方の賛成をいただいており、何ら反対す

るものではないと、こうしたことから特別職指定条例の制定に対して賛成をいたしたいと

思います。ご理解のほどよろしくお願いいたします。 

○議長（吉田 正君） これで、議案第７５号に対する討論を終結いたします。 

 請願第１号に対する反対討論の発言を許します。 

 １４番池光正男君。 
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○１４番（池光正男君） 請願第１号尖閣諸島をはじめ我が国の領土領海を守るための請

願書について反対討論を行います。 

 この意見書の中で、３番目の、現在、自衛隊には、平時において領土領海を守るべき法

的根拠がないため、速やかに領域警備のための法制度を確立すること、となっております

が、これは一つ間違えばどうなるかおわかりになると思います。これにつきましては、憲

法第９条、日本国憲法は正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動た

る戦争と武力による威嚇または武力の行使は国際紛争を解決する手段としては永久にこれ

を放棄すると出ております。このことにより、この条文に抵触するおそれがありますの

で、反対討論とさせていただきます。 

○議長（吉田 正君） これで請願第１号に対する討論を終結いたします。 

 これをもって討論が終結いたしました。 

 これより採決いたします。 

 議案第７２号平成２３年度阿波市一般会計補正予算（第１号）についてから議案第７４

号平成２３年度阿波市介護保険特別会計補正予算（第１号）についてまでの計３件を一括

して採決いたします。 

 各委員長の報告は可決です。 

 各委員長の報告のとおり決定することにご異議ございませんか。 

            〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（吉田 正君） 異議なしと認めます。よって、議案第７２号から議案第７４号は

原案のとおり可決されました。 

 次に、議案第７５号阿波市特別職指定条例の制定についてを採決いたします。 

 委員長の報告は可決です。 

 本案は委員長の報告のとおり決定することに賛成の方は起立願います。 

            〔賛成者起立〕 

○議長（吉田 正君） 起立多数です。よって、本案は原案のとおり可決されました。 

 議案第７６号阿波市税条例の一部改正について、議案第７７号阿波市体育施設条例の一

部改正についての計２件を一括して採決いたします。 

 各委員長の報告は可決です。 

 各委員長の報告のとおり決定することにご異議ありませんか。 

            〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 



- 191 - 

○議長（吉田 正君） 異議なしと認めます。よって、議案第７６号から議案第７７号は

原案のとおり可決されました。 

 次に、請願第１号尖閣諸島をはじめ我が国の領土領海を守るための請願書を採決いたし

ます。 

 この採決は起立によって行います。 

 この請願に対する委員長の報告は採択です。 

 請願第１号尖閣諸島をはじめ我が国の領土領海を守るための請願書に賛成の方は起立願

います。 

            〔賛成者起立〕 

○議長（吉田 正君） 起立多数です。よって、請願第１号は採択とすることに決定をい

たしました。 

 暫時休憩いたします。 

            午前１０時４１分 休憩 

            午前１０時４２分 再開 

○議長（吉田 正君） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 ただいま市長から追加議案としてお手元に配付のとおり、議案第７８号教育委員会委員

の任命についてから議案第８４号固定資産評価審査委員会委員の選任についての人事案件

７件がそれぞれ提出されました。 

 お諮りいたします。 

 以上７議案を日程に追加し、追加日程第１から追加日程第７として直ちに議題といたし

たいと思いますが、ご異議ございませんか。 

            〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（吉田 正君） 異議なしと認めます。よって、そのように決定いたしました。 

            ～～～～～～～～～～～～～～～ 

  追加日程第１ 議案第７８号 教育委員会委員の任命について 

○議長（吉田 正君） 追加日程第１、議案第７８号教育委員会委員の任命についてを議

題といたします。 

 理事者の説明を求めます。 

 野崎市長。 

○市長（野崎國勝君） 議長の許可をいただきましたので、提案理由の説明を申し上げた
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いと思います。 

 議案第７８号につきましては、平成２３年６月３０日をもって任期が満了する１名の教

育委員会委員の方の後任について同意をお願いするものであります。 

 議案第７８号教育委員会委員の任命につきましては、次の者を教育委員会委員に任命い

たしたいので、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第４条第１項の規定により議会

の同意を求めるものであります。 

 住所につきましては、阿波市土成町水田字久保田７番地、氏名は、大塚清、生年月日

は、昭和２７年１月３日生まれです。 

 大塚清氏につきましては、地域住民からの信望も非常に厚く、本町の教育行政発展のた

め、引き続き教育委員会委員として適任者であると考えておりますので、議会の同意を賜

りますようよろしくお願い申し上げます。 

 任期につきましては、平成２７年６月３０日までの４年間となります。 

○議長（吉田 正君） 説明が終わりました。 

 本案については、成規の手続を省略し、直ちに採決いたしたいと思いますが、これにご

異議ございませんか。 

            〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（吉田 正君） 異議なしと認めます。よって、そのように決定いたしました。 

 これより採決いたします。 

 議案第７８号教育委員会委員の任命については原案のとおり同意することにご異議ござ

いませんか。 

            〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（吉田 正君） 異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり同意すること

に決定いたしました。 

            ～～～～～～～～～～～～～～～ 

  追加日程第２ 議案第７９号 公平委員会委員の選任について 

○議長（吉田 正君） 次に、追加日程第２、議案第７９号公平委員会委員の選任につい

てを議題といたします。 

 理事者の説明を求めます。 

 野崎市長。 

○市長（野崎國勝君） 議長の許可をいただきましたので、提案理由の説明を申し上げた
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いと思います。 

 議案第７９号につきましては、平成２３年６月３０日をもって任期が満了する１名の公

平委員会委員の方の後任について同意をお願いするものであります。 

 議案第７９号公平委員会委員の選任につきましては、次の者を公平委員会委員に選任い

たしたいので、地方公務員法第９条の２第２項の規定により議会の同意を求めるものであ

ります。 

 住所につきましては、阿波市吉野町西条字原市１２４番地、氏名でありますが、後藤紘

一、生年月日、昭和１５年４月１日生まれであります。 

 後藤紘一氏につきましては、人格高潔で見識が高く、引き続き公平委員会委員として適

任者であると考えますので、議会のご同意を賜りますようよろしくお願いいたします。 

 任期につきましては、平成２７年６月３０日までの４年間となります。よろしくお願い

いたします。 

○議長（吉田 正君） 説明が終わりました。 

 本案については、成規の手続を省略し、直ちに採決いたしたいと思いますが、これに異

議ございませんか。 

            〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（吉田 正君） 異議なしと認めます。よって、そのように決定いたしました。 

 これより採決いたします。 

 本案について原案のとおり同意することにご異議ございませんか。 

            〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（吉田 正君） 異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり同意すること

に決定いたしました。 

            ～～～～～～～～～～～～～～～ 

  追加日程第３ 議案第８０号 固定資産評価審査委員会委員の選任について 

  追加日程第４ 議案第８１号 固定資産評価審査委員会委員の選任について 

  追加日程第５ 議案第８２号 固定資産評価審査委員会委員の選任について 

  追加日程第６ 議案第８３号 固定資産評価審査委員会委員の選任について 

  追加日程第７ 議案第８４号 固定資産評価審査委員会委員の選任について 

○議長（吉田 正君） 次に、追加日程第３、議案第８０号固定資産評価審査委員会委員

の選任についてから追加日程第７、議案第８４号固定資産評価審査委員会委員の選任につ
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いてまでを議題といたします。 

 提案理由の説明を求めます。 

 野崎市長。 

○市長（野崎國勝君） 議長の許可をいただきましたので、提案理由の説明を申し上げま

す。 

 議案第８０号から議案第８４号につきましては、平成２３年６月３０日をもって任期が

満了する５名の固定資産評価審査委員会委員の方の選任について同意をお願いするもので

あります。 

 議案第８０号固定資産評価審査委員の選任について。次の者を固定資産評価審査委員会

委員に選任いたしたいので、地方税法第４２３条第３項の規定により、議会の同意を求め

るものであります。 

 住所につきましては、阿波市市場町八幡字町屋敷３５番地、氏名、中西文夫、生年月

日、昭和１８年１月１日生まれ。 

 議案第８１号、同じく固定資産評価審査委員会委員の選任について。次の者を固定資産

評価審査委員会委員に選任したいので、地方税法第４２３条第３項の規定により、議会の

同意を求めたいと思ってます。 

 住所につきましては、阿波市阿波町大道北２０番地３、氏名、影山輝信、生年月日、昭

和１９年６月２２日生まれ。 

 次いで、議案第８２号、同じく固定資産評価審査委員会委員の選任についてでありま

す。次の者を固定資産評価審査委員会委員に選任したいから、地方税法第４２３条第３項

の規定により、議会の同意を求めるものであります。 

 住所につきましては、阿波市土成町宮河内字前原６３番地５、氏名、後藤福男、生年月

日、昭和２２年４月１７日生まれであります。 

 議案第８３号、同じく固定資産評価審査委員会委員の選任についてでありますが、次の

者を固定資産評価審査委員会委員に選任したいから、地方税法第４２３条第３項の規定に

より、議会の同意を求めるものであります。 

 住所、阿波市吉野町西条字井ノ元５３番地２、氏名、白川清二、生年月日、昭和２２年

１１月２４日生まれであります。 

 次いで、議案第８４号、同じく固定資産評価審査委員会委員の選任についてであります

が、次の者を固定資産評価審査委員会委員に選任したいから、地方税法第４２３条第３項
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の規定により、議会の同意を求めるものであります。 

 住所につきましては、阿波市阿波町本町１７０番地１、氏名、枝澤昌範、生年月日、昭

和２３年３月１９日生まれです。 

 ただいまお願いいたしております５名の方いずれの方も、地域の実情に精通しておりま

して、識見にすぐれており、固定資産評価審査委員会委員にふさわしい方であります。引

き続き、固定資産評価審査委員会委員として適任者であると考えておりますので、議会の

同意を賜りますようお願い申し上げます。任期につきましては、平成２６年６月３０日ま

での３年間となります。 

 以上でございます。よろしくお願いいたします。 

○議長（吉田 正君） 説明が終わりました。 

 議案第８０号から議案第８４号については、成規の手続を省略し、直ちに採決いたした

いと思いますが、これにご異議ございませんか。 

            〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（吉田 正君） 異議なしと認めます。よって、そのように決定いたしました。 

 これより議案ごとに採決いたします。 

 まず、議案第８０号について原案のとおり同意することにご異議ございませんか。 

            〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（吉田 正君） 異議なしと認めます。よって、議案第８０号は原案のとおり同意

することに決定いたしました。 

 次に、議案第８１号について原案のとおり同意することにご異議ございませんか。 

            〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（吉田 正君） 異議なしと認めます。よって、議案第８１号は原案のとおり同意

することに決定いたしました。 

 次に、議案第８２号について原案のとおり同意することにご異議ございませんか。 

            〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（吉田 正君） 異議なしと認めます。よって、議案第８２号は原案のとおり同意

することに決定いたしました。 

 次に、議案第８３号について原案のとおり同意することにご異議ございませんか。 

            〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（吉田 正君） 異議なしと認めます。よって、議案第８３号は原案のとおり同意
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することに決定いたしました。 

 次に、議案第８４号について原案のとおり同意することにご異議ございませんか。 

            〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（吉田 正君） 異議なしと認めます。よって、議案第８４号は原案のとおり同意

することに決定いたしました。 

            ～～～～～～～～～～～～～～～ 

  日程第８ 発議第１号 尖閣諸島をはじめ我が国の領土領海を守るための意見書につ 

             いて 

○議長（吉田 正君） 次に、日程第８、発議第１号尖閣諸島をはじめ我が国の領土領海

を守るための意見書についてを議題といたします。 

 提案者の趣旨説明を求めます。 

 ５番正木文男君。 

○５番（正木文男君） 皆さんおはようございます。 

 提出議員として、この意見書について朗読なり説明をさせていただいたらというふうに

思います。 

 ただいま採択をしていただきまして本当にありがとうございました。 

 意見書でございます。 

 尖閣諸島をはじめ我が国の領土領海を守るための意見書。 

 現在、尖閣諸島海域では、おびただしい中国漁船による領海侵犯と違法操業が繰り返さ

れている。昨年９月７日、中国漁船の不法衝突事件は、中国漁船船長を処分保留のまま釈

放する結果となった。このままでは、尖閣諸島海域での中国漁船の違法操業が常態化し、

我が国の主権が奪われることは明らかである。 

 ここに、改めて、尖閣諸島をはじめ、我が国の領土領海を守り抜くため、下記の措置を

講じることを強く要望する。 

 １、尖閣諸島に関し早急に諸般の現地調査を行うとともに、船舶の安全航行と漁民の安

全操業のため、灯台の設置及び避難港の整備などに取り組むこと。 

 ２、現在、外国漁船による悪質な違法操業が繰り返され、日本の漁場が奪われている。

その対策のため、関係省庁による警備体制を強化し、直ちに拿捕を可能とする関係法令の

整備を図ること。 

 ３、現在、自衛隊には、平時において領土領海を守るべき法的根拠がないため、速やか
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に領域警備のための法制度を確立すること。 

 以上、地方自治法第９９条の規定により上記のとおり意見書を提出する。平成２３年６

月２４日、徳島県阿波市議会。 

 提出先、衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、総務大臣、法務大臣、外務大臣、国

土交通大臣、防衛大臣。 

 以上のような意見書ということで提出をさせていただいたと思います。 

 このことによりまして、市民の皆様の国やふるさとを守り、愛する気持ち、そういうも

のが醸成されるということを期待したいと思います。 

 以上、よろしくお願いいたします。 

○議長（吉田 正君） 説明が終わりました。 

 これより質疑に入ります。 

 質疑ありませんか。 

            〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（吉田 正君） 質疑なしと認め、質疑を終結いたします。 

 これより討論に入ります。 

 討論ありませんか。 

            〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（吉田 正君） 討論なしと認めます。 

 これで討論を終結いたします。 

 発議第１号尖閣諸島をはじめ我が国の領土領海を守るための意見書についてを採決いた

します。 

 発議第１号を原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。 

            〔賛成者起立〕 

○議長（吉田 正君） 起立多数です。よって、本案は原案のとおり可決されました。 

            ～～～～～～～～～～～～～～～ 

  日程第９ 常任委員会及び議会運営委員会の閉会中の継続調査について 

○議長（吉田 正君） 日程第９、常任委員会及び議会運営委員会の閉会中の継続調査に

ついてを議題といたします。 

 お手元に配付した申出書のとおり、各委員長から閉会中の継続調査の申し出がありまし

た。 
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 お諮りいたします。 

 委員長の申し出のとおり、閉会中の継続調査とすることにご異議ございませんか。 

            〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（吉田 正君） 異議なしと認めます。よって、委員長から申し出のとおり、閉会

中の継続調査とすることに決定いたします。 

 これで本日の日程は全部終了いたしました。 

 閉会に当たりまして、市長からごあいさつがございます。 

 野崎市長。 

○市長（野崎國勝君） 平成２３年第２回定例会の閉会に当たり、一言ごあいさつを申し

上げます。 

 まず、先ほど伝達がございましたが、このたび全国市議会議長会並びに四国市議会議長

会より表彰を受けられました議員の皆様方には、長年のご功績に対しまして深く敬意を表

しますとともに、心よりお祝いを申し上げます。 

 さて、今議会は、６月６日に開会以来、本日まで１９日間の長期にわたりまして、慎重

なご審議を賜り、提出いたしました各議案につきましてすべて原案どおりご決定いただ

き、まことにありがとうございました。今議会において賜りました貴重なご意見、ご提言

につきましては、十分検討し、今後の市政の運営に生かしてまいりたいと存じます。 

 いよいよ夏本番を迎え、議員各位におかれましては健康には十分ご留意され、引き続き

市勢発展のため格別のご支援、ご協力を賜りますよう切にお願い申し上げまして、閉会に

当たりましてのごあいさつとさせていただきます。 

○議長（吉田 正君） これで本日の会議を閉じます。 

 平成２３年第２回阿波市議会定例会を閉会いたします。 

            午前１１時０２分 閉会 
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